
検察審査員 

１．検審事務局職員が請求原案を作成 
 （103829の請求内容で、請求者欄に111333の 
 氏名を印字してしまった） 

111333の氏名を印字してしまった 



検察審査員 

２．審査会議終了後、事務局職員が赤枠内を記入 
 （103829の日当合計金額を記入） 
 審査員がいないので、事務局が111333の三文判 

 で認印、捨印を押印。地裁に届ける。 
  
  

111333の三文判 

指印での承認（備考欄記入） 

認印 

捨印 

本人とは検察審査会長 



検察審査員 

３．地裁出納課は、審査員データ一覧表から請求者欄の 
 氏名に該当する審査員番号を探し右脇に印字する 
 （請求者欄の氏名が111333であることを確認し印字） 

１１１３３３ 



４．別の請求書を処理していくうち、請求者が111333のもの 
 が新たに見つかり（この請求書54）、請求者が111333の 
 請求書が2枚存在することがわかった。 
 （請求書51で検審事務局職員が請求者の名前を印字し 
  間違えていることに気付く） 

111333と印字 

111333の名前と認め印 



５．この請求書51を103829にしないと111333の請求書 
 が2枚になるので、部分的に訂正した（赤字、赤枠部分）。 
 （請求者欄の請求者名・認印は訂正できないので、 
 そのままとした） 

検察審査員 
補充員 

削5字 
加3字 

111333 
103829 

111333まま 



６．地裁出納課が債主内訳書を作成 
 審査員番号103829の振込口座と51の請求金額 を記入。 
 添付の請求書の請求者欄の名前だけ１１１３３３のまま。 

103829 



７．地裁出納課が支出負担行為即支出決定決議書作成 
 赤枠内に管理者の承認印が押された後、決議書、債主 
 内訳書に基づき振り込み手続きがなされる。 


